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給与所得控除に関する改正
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基礎控除の改正
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基礎控除額の計算の順序
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子ども・特別障害者等を有する者等の所得
金額調整控除の創設
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源泉徴収簿の変更点
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各種所得控除等を受けるための扶養親族等
の合計所得金額要件等の改正
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ひとり親控除及び寡婦(寡夫)控除に関する改正

-7-



-8-



改正前後の控除に係る適用判定のフロー図
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ひとり親控除:令和2年年末調整の際の申告
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ひとり親に該当する場合の源泉徴収簿記載例
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年末調整手続の電子化の概要①
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年末調整手続の電子化の概要②
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年末調整手続の電子化のメリット(給与支払者)
書面での年末調整の悩み 電子化した場合

用
紙

配
布

従業員に控除申告書の用紙を配付しなければならない。
遠隔地にいる従業員には郵送などが必要。

従業員に年調ソフトを取得し、データで提供するよう指
示します。

控
除
申
告
書
の
作
成
・

提
出

従業員からの記載方法に係る問合せ対応に忙殺される。 年調ソフトの入力支援機能に従い控除申告書を作成す

ることにより、従業員からの問合せ等が減少することが
見込まれます。

保険料控除証明書などの添付書類について、正しく転
記されているか確認しなければならない。

控除証明書等データをインポートすることにより自動入
力、控除額の自動計算ができます。

なお、マイナポータル連携を利用することにより複数の
控除証明書等データの一括取得ができます。

記載された控除額について計算誤りがないか検算しな
ければならない。

従業員が控除証明書等データをインポートすることによ
り自動入力されているので、確認が不要です。

チ
ェ
ッ
ク

検
算

検算を終えた控除額について、一人分ずつ給与システ
ムに入力しなければならない。

従業員に控除申告書をデータで提供させ、給与システ
ム等にインポートします。

保
管

提出された控除申告書は7年間保存する必要があり、保
管コストが発生する。

データで提供されるため、保管コストが削減できます。
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年末調整手続の電子化のメリット(従業員)
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住宅借入金特別控除額の拡充
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国税庁ホームページの年末調整特集ページ
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